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 これからの基本方向 
 
（１）佐伯市公共施設等総合管理計画に基づきながら、公民館の改修、建て替えを進めます。
（２）情報化社会に対応した公民館機能の充実を図ります。
（３）地域の活動が幅広く可能になるよう公民館の在り方を検討します。
（４）佐伯市公共施設等総合管理計画に基づき集会所や分館の地区譲渡を推進します。
（５）市民に親しまれる図書館の在り方を検討します。

 主な取組 

（１）佐伯市公共施設等総合管理計画に基づき老朽化した既存施設の改築や耐震工事の推進
（２）情報化社会に対応した環境整備の推進
（３）地区公民館のコミュニティセンター化
（４）集会所や地区公民館分館の利用状況に応じた地区譲渡や廃止の促進
（５）市立図書館の在り方を検討する委員会（仮称）の立ち上げと図書館の在り方の検討

 目標指標 

指標名 現状値 目標値
年　度 R9（2027）

公民館の耐震化率
（改修） 64％ R3

（2021） 88％

集会所・公民館分館の
地区譲渡数 累計 3施設 R3

（2021） 累計 5施設

■指標出典等
○公民館の耐震化率（改修）
出典：令和３年度の基準値（実績値）64％：25館の公民館のうち耐震性があるあるいは耐震化

工事を済ませた公民館が 16館
公民館は、令和８年度末で全てコミュニティセンターになる予定であるが、コミュニティ
センター化は考慮せず、佐伯市公共施設等総合管理計画にそって、令和９年度までに 25
館のうち 22館の耐震化（88％）を進める。

○集会所・公民館分館の地区譲渡数
出典：令和３年度までの３施設は、公民館分館１・集会所２である。公民館分館については、令

和７年度末には全てコミュニティセンターの分館として移行され、当課の所管する当該目
標値の対象となる施設は集会所の 10施設になり、その内、２施設の地区譲渡を進める。

基本目標Ⅲ　社会教育の充実と、子ども・若者の豊かな心の育成
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基本目標Ⅲ　社会教育の充実と、子ども・若者の豊かな心の育成

  ２　「地域協育」・「地域協働」の推進 

 現状と課題 

〇　近年、子どもたちの周りでは、人間関係の希薄化、環境汚染、交通事故、さらには
携帯電話に関わる犯罪の増加など、子どもの心身の成長を脅かす状況が増えています。
もはや子どもたちの健やかな育ちは、単に家庭とその子どもたちだけの問題ではなく
なっています。現在、全ての中学校区に校区コーディネーター（地域学校協働活動推
進員）を配置していますが、今後も、さらに多くの地域人材を確保し、より多くの地
域住民が子どもたちと関わりをもち、学校・家庭・地域が連携して子どもを育てる機
運を高めることが必要です。また、効果的な取組には、コミュニティ・スクールとの
連携を図ることも重要です。

〇　また、昨今の家庭内においては、支援を要する一人親世帯の増加や貧富の格差の広
がり、家庭内における複雑な人間関係による虐待等、様々な問題が存在し社会問題化
しています。上記で述べたように、やはり単に家庭とその子どもたちだけの問題では
なくなっています。そのような中、ますます家庭教育の充実を図る取組の重要性は高
まっていると言えます。現在、家庭教育の推進については、就学前の幼稚園課程の親
子をターゲットにした事業を展開してきましたが、認定こども園等の増加により、子
どもを預ける機関が複数にまたがり、対象者の把握が困難になっていました。今後は
対象年齢の幅を広げた事業内容の充実と、子育てに関連した機関との連携を図り、よ
り多くの親子が参加することが重要です。

 これからの基本方向 

（１）学校・家庭・地域が連携した「協育」ネットワークの充実を図ります。
（２）家庭教育講師団の充実と家庭教育プログラムの拡充を図ります。

 主な取組 

（１）「協育」ネットワークの充実
　①中学校区に設置している学校支援地域本部（校区ネットワーク会議）の充実
　②地域も、学校、家庭と協働して子育てに取り組むことによる気運の醸成
　③地域の学校図書支援ボランティアの充実
（２）家庭教育（子パンダプログラム）の推進
　①佐伯市家庭教育講師団の充実
　②関係機関と連携を図りながら家庭教育の現状把握
　③幅広い世代を対象とするプログラムの拡充
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基本目標Ⅲ　社会教育の充実と、子ども・若者の豊かな心の育成

　　　
　　　　　　　　　　家庭教育支援チーム　　　　　　　　　　　子どもたちの見守り活動

 目標指標 

指標名 現状値 目標値
年　度 R9（2027）

地域「協育」ボランティア 32,241 人 R3
（2021） 35,000 人

保護者の家庭教育講座
への年間参加者数 115 人 R3

（2021） 400 人

佐伯市家庭教育講師団
の登録者数 累計 15人 R3

（2021） 累計 24人

■指標出典等
○地域「協育」ボランティア
出典：令和３年度の 32,241 人は地域のボランティアが学校支援の取組に参画した延人数
　　　５年間で１校区 200 人程度増加させる。
　　　12校区× 200 人＝ 2,400 人　32,241 人＋ 2,400 人＝ 34,641 人≒ 35,000 人

○保護者の家庭教育講座への年間参加者数
　出典：令和３年度の 115 人は、家庭教育講座に参加した保護者の人数

今後は、対象年齢の拡大を進めていく中で、年間 50 ～ 60 人程度ずつ参加者を増やし、
５年間で 250 人～ 300 人増加させる。

　　　　55人×５年＝ 275 人　115 人＋ 275 人＝ 390 人≒ 400 人
○佐伯市家庭教育講師団の登録者数
出典：令和３年度の 15人は、現在の家庭教育講師団の登録者の人数
　　　今後、中学校単位に２人の講師団を配置できるように講師を養成する。
　　　12校区×２人＝ 24人
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人権を尊重するまちづくりの推進

基 本 目 標 Ⅳ

基 本 施 策

１

２

学校における人権教育の推進

地域における人権教育の推進
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基本目標Ⅳ　人権を尊重するまちづくりの推進

  １　学校における人権教育の推進 

 現状と課題 

○　子どもたちの個性や権利が保障され、心豊かに生活できる社会をつくることが望ま
れています。しかし、同和問題や女性、高齢者、障がい者、外国人等に関わる様々な
人権問題が未だ多く存在し、近年ではインターネットやＳＮＳを使った誹謗中傷等も
問題となっています。

○　本市では、「自分の大切さと共に他の人の大切さを認めること」ができるよう、「人
権教育の指導方法等の在り方について〔第三次とりまとめ〕」「大分県人権教育推進計
画」「佐伯市人権施策基本計画」等に基づく「部落差別解消の推進に関する学校教育
指導方針」(H31.4.1) を策定し、学校における具体的な取組の推進を図っています。

○　全ての学校で人権教育全体計画が作成され、学校の教育活動全体を通して、日常的
に人権について学び、考え、差別や不合理を見抜く思考力や、それを許さず解決しよ
うとする実践的な態度の育成を目指して、発達段階に応じた人権教育に取り組んでい
ます。

 これからの基本方向 

（１）児童生徒の人権に関する知識・感性・意欲・態度・技能を育成します。

 主な取組 

（１）児童生徒の人権に対する知識・感性・意欲・態度・技能の育成
　①人権教育の日常化に向けた実践
　　＊人権教育の全体構想の策定と年間指導計画の作成
　　＊教育活動全体を通じた人権教育の推進・家庭や地域への積極的な情報発信

　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  人権の花運動事業
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　②人権問題の８つの課題（※１）に関する教材を生かした授業づくり
＊「人権教育の指導方法等の在り方について〔第三次とりまとめ〕」「大分県人権教
育推進計画」「佐伯市人権施策基本計画」の趣旨を生かした授業の推進

　　＊身近な問題としてとらえるための地域人材の活用や地域教材の開発
　　＊フィールドワーク研修を生かした授業の推進
　③支え合い、認め合う仲間づくりの推進
　　＊児童生徒間の信頼関係を構築する学習環境づくり
　　＊一人一人が自己有用感（※２）を高める活動の充実

 目標指標 

指標名 現状値 目標値
年　度 R9（2027）

「自分にはよいところ
があると思いますか」
の問いに「当てはまる」
「どちらかといえば当
てはまる」と回答する
児童生徒の割合

小　70.1％
中　74.2％

R3
（2021）

小　80.0％
中　80.0％

■指標出典等
○「自分にはよいところがあると思いますか」の問いに「当てはまる」「どちらかといえば当てはまる」
と回答する児童生徒の割合
出典：文部科学省　全国学力・学習状況調査（小６・中３）児童生徒質問紙調査

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■用語解説
（※１）人権問題の８つの課題

「同和問題」「女性の問題」「子どもの人権」「高齢者の人権」「障がいのある人の人権」「外
国人の人権」「医療をめぐる人権」「様々な人権」の８つを言う。

（※２）自己有用感
自分が他人の役に立った、他人に喜んでもらえたなど、相手の存在なしには生まれてこな
い感情。

基本目標Ⅳ　人権を尊重するまちづくりの推進
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  ２　地域における人権教育の推進 

 現状と課題 

〇　本市においては、「佐伯市人権尊重のまちづくり条例」等に基づき、様々な人権教
育、人権啓発活動に取り組んでいます。しかし、部落差別問題を始めとする様々な人
権問題が、今なお、この社会に存在しており、更にインターネット上での差別を助長
する書き込みや誹謗中傷、性的マイノリティー（LGBTQ+）への差別行為、最近では、
新型コロナウイルス感染症に関する誹謗中傷などが、新たな人権侵害として社会問題
になっています。あらゆる差別の解消と人権意識の高揚を図り、人権が尊重される社
会を実現するためには、市民と行政が一体となり、家庭、地域、学校、職場などあら
ゆる機会において、効果的で実践的な人権教育及び啓発を進めていくことが求められ
ています。さらに、指導者の育成も重要です。

 これからの基本方向 

（１）市民に対し、部落差別を始めとする様々な差別問題の解決に向けた教育及び啓発
活動を推進し、人権意識の高揚を図るとともに指導者の育成に努めます。

 主な取組 

（１）学習機会の提供と人権意識の高揚
　住民のニーズや学習成果を把握するための人権意識調査の実施や市長部局との連携
を図り、効果的に公民館を中心とした地区人権学習会の推進や PTA等の社会教育関
係団体の学習支援を行い、また、指導者養成講座の開設を行います。
①人権学習の充実
　＊地区公民館での人権学習会やPTA等の社会教育関係団体と連携した学習会の充実
②人権学習指導者の育成
　＊指導者養成講座の開設の充実

 目標指標 

指標名 現状値 目標値
年　度 R9（2027）

地域における人権講座
の年間参加者数 543 人 R3

（2021） 700 人

人権指導者の人数 累計 13人 R3
（2021） 累計 20人

基本目標Ⅳ　人権を尊重するまちづくりの推進
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■指標出典等
○地域における人権講座の年間参加者数
出典：令和３年度の 543 人は、各地区公民館で行われる各種学級において行われた人権学習の

参加者の人数
今後は、各種団体や一般の地域住民を対象とした人権学習会を開催し、単年度で 30人程
度ずつ増加させる。
30人×５か年＝ 150 人　150 人＋ 543 人＝ 694 人≒ 700 人

○人権指導者の人数
出典：令和３年度は、佐伯市人権啓発研修講師協議会の人数

今後は、関係各課と連携を図り、地域の人権教育のリーダーの育成
19地区公民館（コミュニティセンター）に１人ずつ　19人≒ 20人

基本目標Ⅳ　人権を尊重するまちづくりの推進

基
本
目
標
Ⅲ

基
本
目
標
Ⅱ

基
本
目
標
Ⅰ

重
点
目
標

計
画
策
定

資　
料

基
本
目
標
Ⅵ

基
本
目
標
Ⅴ

基
本
目
標
Ⅳ

－ 78 －



健康で心豊かな活気あふれるスポーツの振興
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  １　競技スポーツの向上と子どものスポーツ機会の充実 

 現状と課題 

○　本市スポーツ協会には、現在 40の競技団体が加盟し、地域の競技スポーツの振興
と競技力の向上に取り組んでいます。少子高齢化の進展、若者の流出等により、競技
人口の減少で県民スポーツ大会への出場が危ぶまれる種目もありますが、発掘・育成・
強化を図りながら継続的に競技レベルを維持することが必要です。

○　子どものスポーツ機会の充実について、小学校５年生と中学校２年生を対象に毎年
行われる「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」の結果では、本市の子どもたちの
体力運動能力は、全国や県の平均を年々下回ってきています。子どもが体を動かすこ
とや仲間とスポーツすることの楽しさや喜びを実感することで、日常的にスポーツに
取り組めるよう、スポーツに関わりの少ない子どもへの働きかけの推進も含め、体力
や運動能力の向上を図る必要があります。また、部活動の運営主体である学校から、
地域への移行の流れを踏まえ、地域や関係団体と連携した生徒の多様なニーズに対
応するための地域移行への受け皿団体の確保、整備を図っていくことが求められてい
ます。

< 資料 > 佐伯市民のスポーツ実施状況（長期総合教育計画市民アンケート調査）
競技スポーツを振興するに当たり必要なものは何ですか。

１　各競技スポーツに気軽に参加できる環境づくり　　　　　　　40.0％
２　プロスポーツや質の高い試合を観戦できる機会をつくる　　　23.4％
３　指導者の資質向上のための講演会や研修会を開催する　　　　13.8％
４　各種大会の開催数を増やす　　　　　　　　　　　　　　　　11.9％
５　競技力強化のための補助金等の財政支援　　　　　　　　　　10.9％

スポーツ少年団員を確保するために必要なものは何ですか。
１　スポーツ少年団と学校との連携　　　　　　　　　　　　　　34.4％
２　スポーツ少年団指導者の資質の向上　　　　　　　　　　　　23.9％
３　スポーツ少年団の統合　　　　　　　　　　　　　　　　　　21.0％
４　選手強化のための指導者の派遣を定期的に行う　　　　　　　14.3％
５　各種大会の開催数を増やす　　　　　　　　　　　　　　　　 6.4％

 これからの基本方向 

（１）競技団体の育成と組織強化を図ります。
（２）子どものスポーツ活動の支援に努めます。

基本目標Ⅴ　健康で心豊かな活気あふれるスポーツの振興
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 主な取組 

（１）競技団体の育成と組織強化　
　競技スポーツ人口の増加を図るとともに、スポーツ協会や各競技団体、学校体育団
体等と連携して競技力向上の取組を支援することにより、競技団体の組織強化を図り
ます。

　①各種競技団体の活動を支援し、組織強化について指導・助言
　　＊スポーツ講習会や講演会の開催による指導者の育成と資質の向上

＊スポーツフェスティバルの開催と県民スポーツ大会等各種競技大会の参加者の強
化育成

　　＊九州大会、全国大会に出場する選手へ奨励金の交付

佐伯市スポーツ少年大会

（２）子どものスポーツ活動の支援
　幼少期の基礎体力向上において、スポーツ活動は有効な手段として位置付けられま
すが、少子化の影響からスポーツ少年団等で活動する子どもの数は、年々減少してい
るのが実情です。今後も次代を担う子どもたちがスポーツや運動に取り組む機会をよ
り多く作れるよう、小学校とも連携を取りながら、その活動を支援します。

　①スポーツ少年団加入前の幼児や子どもを対象にした各種スポーツ体験教室の開催
　　＊多種目のスポーツを経験できる運動教室を開催し、体力向上への取組推進
　　＊コーディネーショントレーニング（※１）を通じた運動能力向上への取組推進
　②スポーツ少年団の育成・支援
　　＊スポーツ少年団の各種交流大会を開催
　　＊トップアスリートによるスポーツ教室を開催
　　＊子どもの発達段階に応じた適切な指導が行われるよう指導者の育成、充実
　③中学校の運動部活動の段階的な地域移行の取組
　　＊生徒のニーズに対応できるよう競技団体等と連携して各競技の受皿を確保
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 目標指標 

指標名 現状値 目標値
年　度 R9（2027）

スポーツ少年団やス
ポーツクラブの加入率 55.4％ R3

（2021） 58.0％

■指標出典等
○スポーツ少年団やスポーツクラブの加入率
出典：佐伯市全体の児童数（年度末）に対してスポーツ少年団員とスポーツクラブ員として活動

している人数の割合

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■用語解説
（※１）コーディネーショントレーニング

身体と脳・神経系統のバランスの良い発育を促し、運動の習得効果を高めるためのトレー
ニング法で、「運動における一連の過程」を円滑に、正確に行う能力を向上させるためのト
レーニングのこと。
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  １　教育委員会及び事務局の機能充実 

 現状と課題 

○　地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い、平成 27年（2015 年）
４月から新しい教育委員会制度が始まり、本市においても、市長と教育委員会が教育
政策の方向性を協議・調整する総合教育会議が開かれるなど市長との連携強化を図る
とともに、教育委員会の透明性を確保するため、会議の議事録を作成し、公表してき
ました。また、教育委員会の様々な施策を効果的に推進するため、毎年度、事務事業
の点検評価を実施し、公表してきました。教育委員会は、合議制の執行機関として重
要な役割を担っており、市民の意見を幅広く反映しながら教育委員会の意思決定が適
切になされ、実行されることがこれからも求められます。教育委員会としての役割を
果たし、市民に開かれた教育行政を推進するため、公聴広報活動に力を注いでいくと
ともに、より効果的な施策を推進するため、教育行政に携わる職員の資質向上が必要
となってきます。

 これからの基本方向 

（１）教育委員会の機能充実と公聴広報活動の充実を図ります。
（２）教育行政の執行体制の強化を図ります。

 主な取組 

（１）教育委員会の機能充実と公聴広報活動の充実
　教育委員会が、様々な市民の意見を反映して、適切な意思決定を行えるよう、教育
委員の公聴活動や審議機会の充実を図ります。また、広く市民に対して、教育委員会
の活動への理解を深め、より関心をもってもらえるよう、積極的な情報発信に努めま
す。
①教育委員会の審議機会の充実
　＊定期的な教育委員会の開催
②教育委員の公聴活動の充実
　＊学校現場との意見交換の実施
③市民への情報提供の充実
　＊教育委員会会議の審議結果等を常時ホームページ上で公表
＊市報、ホームページ、ケーブルテレビ、ソーシャルネットワークサービス等を活
用した各課からの情報発信の充実

　　＊教育功労者の積極的な顕彰
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（２）教育行政の執行体制の強化
　いわゆる縦割り行政や安易な前例踏襲主義による教育行政の硬直化や停滞を防ぐた
め、関係各所との連絡体制・協力体制の強化を図るとともに、常に事務事業の在り方
について、自ら検証や見直しを行い、個々の職員の資質の向上に努めていきます。ま
た、教育委員会防災計画の継続的な見直しや防災体制の確立を図っていきます。

　①総合教育会議及び関係各所との連携強化
　　＊総合教育会議の充実
　　＊定期・不定期の課長会議の開催など、教育委員会各課の連携強化
　　＊学校との意見交換や施設訪問など、学校や各教育施設との連携強化
　②教育委員会事務局職員の資質の向上
　　＊教育行政に必要な幅広い知識や能力を養うための職員研修の充実
　③「教育に関する事務の管理及び執行状況の点検・評価制度」の充実
　　＊毎年度、１年間に取り組む重点施策の策定と公表

＊当該年度終了後、「教育に関する事務の管理及び執行状況の点検・評価制度」に
よる点検評価の実施と公表

　④防災対策の推進
　　＊教育委員会防災計画の継続的な見直し
　　＊教育委員会における防災訓練や避難訓練の実施
　　＊教育委員会事務局職員の防災士の資格取得を推進

 目標指標 

指標名 現状値 目標値
年　度 R9（2027）

「教育に関する事務の
管理及び執行状況の点
検・評価制度」による
各施策の評価がA又は
Bの割合

95.5％ R3
（2021） 100.0％

教育委員会事務局職員
の防災士資格取得率 58.1％ R3

（2021） 90.0％

■指標出典等
○「教育に関する事務の管理及び執行状況の点検・評価制度」による各施策の評価がA又はBの割合
　出典：教育に関する事務の管理及び執行状況の点検・評価制度
○教育委員会事務局職員の防災士資格取得率
　出典：現状値は教育委員会事務局職員 74人のうち 43人が資格を取得
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  主な事業
目　標 施策№ 事　　　　　業
重　点 １ 〇佐伯市学力向上実践研究事業
重　点 ２ ○スクール・メンタルケア推進・充実事業
重　点 ３ 〇地場産品活用推進事業

重　点 ４

○成人教育講座
○コミュニティ活性化事業
○公民館講座
○高齢者教室
○佐伯っ子科学技術力育成事業
○地域における青少年教育
○青少年健全育成会議補助金
○体験活動指導者連絡協議会（新規）
○読み聞かせ連絡協議会補助金
○子ども司書育成事業

重　点 ５

○文化財保存団体等への支援事業　　
○佐伯城跡国指定化後の保存・活用計画策定事業
○文化財保存活用地域計画策定事業　　 
〇歴史文化を学ぶ講座や体験事業
〇学校・地域と連携し、文化財を教材とした事業　　　
〇地域の文化財・伝統文化の情報発信事業
〇佐伯市所蔵資料の調査・研究事業
〇市民サポーターとの調査研究事業

重　点 ６
〇地域スポーツ育成補助金
〇リレーマラソン大会補助金
〇市民体力向上事業（新規）

重　点 ７
〇小・中学校通学援助事業
〇スクールバス運行事業

基本Ⅰ １ 〇佐伯市学力向上実践研究事業
基本Ⅰ ２ ○学校図書館司書補配置事業

基本Ⅰ ３
○子どもの歯の健康づくり推進事業
○体力アップおおいた推進事業（県委託事業）

基本Ⅰ ４ ○子ども特別支援ネットワーク整備事業
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  主な事業
目　標 施策№ 事　　　　　業

基本Ⅰ ５

○スクール・メンタルケア推進・充実事業
○学校問題解決支援事業
○大分県スクールカウンセラー配置事業（県事業）
○地域児童生徒支援コーディネーター配置事業（県事業）
○スクールソーシャルワーカー派遣事業（国・県事業）
○スクールロイヤー活用事業（国・県事業）

基本Ⅰ ６
○幼稚園教員研修事業
○幼児教育推進体制充実事業（県事業）

基本Ⅰ ７
○外国人指導助手派遣事業
○中学生・高校生英語検定受検促進事業

基本Ⅱ １ ○学校の教育活動チャレンジ支援事業（新規）
基本Ⅱ ２ ○教育総務人事管理事業
基本Ⅱ ３ ○学校運営協議会

基本Ⅱ ４
〇施設長寿命化事業
○廃校施設解体事業

基本Ⅱ ５
○学校給食一般管理事業
○学校給食センター統廃合事業
○学校給食調理場厨房機器改善事業

基本Ⅲ １

〇上堅田地区公民館建設事業
〇西浦地区公民館耐震化事業
〇地区公民館等長寿命化事業
〇地区公民館等解体事業
○市立図書館在り方検討事業

基本Ⅲ ２
○学校支援活動事業
○家庭教育支援事業

基本Ⅳ ２
○Ｐ学共催人権問題研修事業
○人権研修会

基本Ⅴ １

〇スポーツフェスティバル補助金
〇スポーツ協会加盟団体育成補助金
〇スポーツ少年団育成補助金
〇スポーツ少年団運営補助金
〇佐伯っ子体力アップ事業

基本Ⅵ １ 〇佐伯市教育点検評価事務外部評価委員会
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  目標指標
目　標 施策№ 目標指標 現状値 目標値

重　点 １ 「授業がよくわかる」と回答す
る児童生徒の割合

小　82.4％
中　82.4％
（R3）

小　85.0％
中　85.0％

重　点 １
「授業中に進んで考えたり、話
し合ったりしながら、発表す
るなどの活動に取り組んだ」
と回答する児童生徒の割合

小　81.7％
中　82.5％
（R3）

小　90.0％
中　90.0％

重　点 ２
長期不登校児童生徒のうち、
学校内外の機関等による専門
的な相談・指導を受けた児童
生徒の割合

小　88.2％
中　88.2％
（R3）

小　95.0％
中　95.0％

重　点 ３ 地場産物の使用割合 34％
（R3） 45％

重　点 ３ 栄養教諭等を活用した食育授
業の実施時数

107 時間
（R3） 150 時間

重　点 ４ 成人教育講座への年間参加者数 237 人
（R3） 350 人

重　点 ４ 各種体験事業への参加児童生
徒の割合

10.76％
（R3） 15.00％

重　点 ５
佐伯市歴史資料館、佐伯市平
和祈念館やわらぎ、城下町佐
伯国木田独歩館、佐伯市蒲江
海の資料館の年間入館者数

14,798 人
（R3） 20,000 人

重　点 ５ 学習支援事業（歴史講座・教
室等）の年間参加者数

455 人
（R3） 750 人

重　点 ５ 子ども学芸員の育成人数 0人
（R3） 累計 20人

重　点 ６
１回 30 分以上週２回以上の
運動習慣がある市民（40歳～
74歳）の割合

41.7％
（R3） 46.7％

重　点 ６ 市民１人当たりの体育施設年
間利用回数

7.2 回
（R3） 8.8 回

重　点 ７
地域の人的・物的資源等を効果
的に活用した教育活動を行って
いる学校の割合

小　63.2％
中　50.0％
（R3）

小　80.0％
中　70.0％
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  目標指標
目　標 施策№ 目標指標 現状値 目標値

基本Ⅰ １
全国学力・学習状況調査（小６・
中３）における全国の平均正
答率との比較（実施教科の平
均）

小　-1.0
中　+3.6
（R3）

小　+5.0
中　+5.0

基本Ⅰ １
大分県学力定着状況調査（小
５・中２）における大分県平
均正答率との比較（実施教科
の平均）

小　-3.7
中　+1.2
（R3）

小　+3.0
中　+3.0

基本Ⅰ １ 自分で計画を立てて勉強をして
いる児童生徒の割合

小　27.6％
中　14.3％
（R3）

小　35.0％
中　20.0％

基本Ⅰ ２
道徳の授業で、自分の考えを深
めたり、学級やグループで話し
合ったりする活動に取り組んで
いると回答する児童生徒の割合

小　40.2％
中　58.5％
（R3）

小　55.0％
中　65.0％

基本Ⅰ ２ １か月に１冊も本を読まない
児童生徒の割合

小　11.1％
中　12.5％
（R3）

小　5.0％
中　8.0％

基本Ⅰ ２
「将来に夢や目標がある」「どち
らかといえばある」と回答する
児童生徒の割合

小　78.9％
中　65.7％
（R3）

小　85.0％
中　75.0％

基本Ⅰ ３ 12歳児（中学１年生）のむし
歯本数

0.62 本
（R3） 0.55 本

基本Ⅰ ３ 関係機関の連携による「教育
ファーム」取組校の割合

48％
（R3） 60％

基本Ⅰ ３
全国体力・運動能力、運動習
慣等調査における全国平均以
上の項目の割合

小　54％
中　52％
（R3）

小　65％
中　65％

基本Ⅰ ３ 児童生徒の体力評価C以上の
児童生徒の割合

小男 75.9％
小女 81.5％
中男 79.7％
中女 92.9％
（R3）

小男 85.0％
小女 85.0％
中男 85.0％
中女 94.0％

基本Ⅰ ４
「個別の教育支援計画」に合理
的配慮の提供内容を明記して
いる学校数

71％
（R3） 100％
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  目標指標
目　標 施策№ 目標指標 現状値 目標値

基本Ⅰ ４ 相談支援ファイル「きずな」
の配布数

累計 277 冊
（R3） 累計 313 冊

基本Ⅰ ５

「自分にはよいところがあると
思いますか」の問いに「当ては
まる」「どちらかといえば当て
はまる」と回答する児童生徒の
割合

小　70.1％
中　74.2％
（R3）

小　80.0％
中　80.0％

基本Ⅰ ５ いじめの解消率
小　75.0％
中　87.7％
（R3）

小　90.0％
中　90.0％

基本Ⅰ ５ 不登校児童生徒の出現率の全国
との比

小　86.9％
中 114.2％
（R3）

小　80.0％
中 100.0％

基本Ⅰ ６
幼稚園、保育所、認定こども園
におけるアプローチカリキュラ
ムの作成率

81％
（R3） 100％

基本Ⅰ ７
中学校第３学年で英検３級相当
以上の英語力を有すると思われ
る生徒の割合

50.5％
（R3） 60.0％

基本Ⅰ ７
「ICTを活用して指導できる」
「ややできる」と回答する教職
員の割合

83.9％
（R3） 95.0％

基本Ⅱ １
近隣の小・中学校間で教育課程
に関する共通の取組を行った学
校の割合

小　26.3％
中　16.7％
（R3）

小　60.0％
中　50.0％

基本Ⅱ １
１年間の時間外在校等時間
360 時間以内を遵守する教職
員の割合

60.2％
（R3） 80.0％

基本Ⅱ ２
児童生徒の姿や地域の現状等に
基づいた教育課程を編成し、評価、
改善を図っている学校の割合

小　47.4％
中　33.3％
（R3）

小　70.0％
中　60.0％

基本Ⅱ ２ 授業研究や事例研究等、実践的
な研修を行っている学校の割合

小　73.7％
中　58.3％
（R3）

小　90.0％
中　80.0％

基本Ⅱ ３
教育課程の趣旨について、家
庭や地域との共有を図る取組
を行っている学校の割合

小　31.6％
中　33.3％
（R3）

小　80.0％
中　80.0％
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  目標指標
目　標 施策№ 目標指標 現状値 目標値

基本Ⅱ ３
コミュニティ・スクールなど
の仕組みを生かして、保護者
や地域の人との協働による活
動を行っている学校の割合

小　57.9％
中　33.3％
（R3）

小　90.0％
中　90.0％

基本Ⅱ ４ 小・中学校の施設長寿命化改
修数

0校
（R3） 累計 3校

基本Ⅱ ４
小・中学校における自動体外式
除細動器（AED）取扱講習会受
講率20％以上の学校の割合

41.9％
（R1） 100.0％

基本Ⅱ ５ 学校給食施設数 6施設
（R4） 4施設

基本Ⅲ １ 公民館の耐震化率（改修） 64％
（R3） 88％

基本Ⅲ １ 集会所・公民館分館の地区譲
渡数

累計 3施設
（R3） 累計 5施設

基本Ⅲ ２ 地域「協育」ボランティア 32,241 人
（R3） 35,000 人

基本Ⅲ ２ 保護者の家庭教育講座への年
間参加者数

115 人
（R3） 400 人

基本Ⅲ ２ 佐伯市家庭教育講師団の登録
者数

累計 15人
（R3） 累計 24人

基本Ⅳ １

「自分にはよいところがあると
思いますか」の問いに「当て
はまる」「どちらかといえば当
てはまる」と回答する児童生
徒の割合

小　70.1％
中　74.2％
（R3）

小　80.0％
中　80.0％

基本Ⅳ ２ 地域における人権講座の年間
参加者数

543 人
（R3） 700 人

基本Ⅳ ２ 人権指導者の人数 累計 13人
（R3） 累計 20人

基本Ⅴ １ スポーツ少年団やスポーツク
ラブの加入率

55.4％
（R3） 58.0％

基本Ⅵ １
「教育に関する事務の管理及び
執行状況の点検・評価制度」
による各施策の評価がA又は
Bの割合

95.5％
（R3） 100.0％

基本Ⅵ １ 教育委員会事務局職員の防災
士資格取得率

58.1％
（R3） 90.0％
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  策定までの経過
年　月　日 主な内容

令和 ４ 年 ４ 月 20 日 教育委員会事務局内に策定委員会（※１）を設置し、第
２期佐伯市長期総合教育計画（後期）の策定を開始

令和 ４ 年 ７ 月 14 日 第１回審議会（※２）を開催

令和 ４ 年 ８ 月 19 日 市民アンケート調査実施（９月９日まで）

令和 ４ 年 ９ 月  ５日 各部会（※３）を開催（９月５日、８日、16日）

令和 ４ 年 ９ 月 30 日 第２回審議会を開催

令和 ４ 年 11 月 14 日 各部会を開催（11月 14日、15日）

令和 ４ 年 11 月 25 日 第３回審議会を開催

令和 ４ 年 12 月 13 日 教育民生常任委員会において、計画の素案を説明

令和 ４ 年 12 月 22 日 教育委員会において、計画の素案を報告

令和 ４ 年 12 月 23 日 パブリックコメントを実施（令和５年１月 23日まで）

令和 ５ 年 １ 月 24 日 教育委員会において、パブリックコメント等の意見等を
報告

令和 ５ 年 ２ 月 １ 日 第４回審議会を開催し、教育委員会へ答申

令和 ５ 年 ２ 月 ６ 日 教育委員会において計画の承認

令和 ５ 年 ３ 月 15 日 市議会に議案を提出し、可決

第 1 回審議会

（※１）策定委員会　　教育長、教育部長、教育委員会事務局の各課長・総括主幹で構成
（※２）審　議　会　　佐伯市長期総合教育計画審議会、有識者２２人で構成
（※３）各　部　会　　佐伯市長期総合教育計画審議会において、詳細な検討を行うために４つの部会
　　　　　　　　　　 （学校教育、社会教育、保健体育、教育行政）を設置
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  佐伯市長期総合教育計画審議会委員名簿
区　　分 所　属　等 氏　　名

会　　　長 大分大学教職大学院准教授 森竹　啓介

副　会　長 佐伯市区長会連合会会長 宮﨑　正豊

学校教育

部会長 大分県教育庁佐伯教育事務所長 板倉　慎二

大分県立佐伯鶴城高等学校長 川村　和夫

佐伯市子ども・子育て会議委員 植木　優子

佐伯市ＰＴＡ連合会会長 曽宮　康生

佐伯市校長会小学校会長 小嶋　眞二

佐伯市校長会中学校会長 井原伸一郎

社会教育

部会長 佐伯市文化財保護審議会委員 清家　隆仁

主任児童委員 河野　美紀

佐伯人権擁護委員 大竹　育代

社会教育委員 日高　智美

校区コーディネーター 川野　敦子

佐伯市歴史文化施設運営協議会委員 神田　　芳

保健体育

部会長 佐伯市学校給食会委員 飛彈　芳一

佐伯商工会議所女性会会長 川野　典子

佐伯市区長会連合会副会長 冨尾　久信

スポーツ推進委員 松浦千登勢

佐伯市スポーツ協会ソフトテニス連盟代表 高司　俊彦

佐伯市ＰＴＡ連合会母親代表 佐藤　純子

教育行政
部会長 佐伯市総務部総務課長 神崎　郁也

佐伯市総合政策部政策企画課長 末永　健二
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